
回数券・定期券の購入について

令和8年4月1日より利用料金(一般・65歳以上)を改定いたします。

「回数券」と「定期券(利用開始日が令和8年4月1日以降となるものを除く)」
は、令和8年3月31日までは、改定前の現料金で購入できます。

「回数券」は、有効期限を設けておりませんが、条例改正等により将来的に使用
できなくなる可能性もあるため、使いきれる回数分のみ購入してください。

「定期券」の更新は、終了日の14日前から可能です。更新後の開始日が
令和8年4月1日以降となる場合は、改定後料金で購入となります。
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